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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に基づく慰労金の支給について 

 

拝啓 

 暑さ厳しき折から、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。在職中は、当社事業にご尽

力いただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、既にご存知のことと思いますが、この度の新型コロナウイルス感染症に対する令和 2 年

度 2 次補正予算において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）」が創設され、

対象期間内に介護サービスの継続に努めていただいた職員の皆様に対して慰労金が支給されるこ

ととなりました。 

本慰労金支給事業においては、「既に退職している職員であっても対象期間内に業務に従事して

いた場合は支給対象者」であり、「既に退職している職員が慰労金を受領する場合は、原則対象期

間内に勤務していた法人が慰労金の代理申請を行うこと」とされております。 

そのため、既に当社を退職されている方の中で慰労金の給付を希望される方については、当社

にて代理申請および支給手続きを行いますので、下記事項を確認の上、定められた期日までに必

要書類を担当者までご返送ください。 

ようやく梅雨が明け、夏らしい暑さとなってきましたが、新型コロナウイルスの猛威は収まる

ことなく、今後の終息を見通すことも難しい状況となっております。くれぐれもお身体ご自愛の

うえ、益々ご活躍されますこと心よりお祈りいたします。 

敬具 

 

記 

1．支給対象者 

 介護サービス事業所にて対象期間中に通算して 10 日以上、「利用者との接触を伴い」かつ「継

続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていた職員。（ただし、年次有給休暇

や育児休暇等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない） 

 

2．対象期間 

 勤務していた事業所が所在する都・県ごとに以下の通りです。 

 〇東京都 ： 2020 年 1 月 24 日～2020 年 6月 30 日 

 〇埼玉県 ： 2020 年 2 月 1日～2020 年 6 月 30 日 

 〇茨城県 ： 2020 年 2 月 11 日～2020 年 6月 30 日 



 

 

3．支給額 

 ① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サ 

  ービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 

  ＜訪問系サービス＞ 

   実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを一度でも提供した職員 

1人 20万円 

  ＜その他の介護サービス事業所・施設等＞ 

   実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該介護サービ 

  ス事業所・施設で勤務した職員 

1人 20万円 

  ＜それ以外の職員＞ 

1人 5万円 

 

 ② ①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 

1人 5万円 

 

4．支給時期 

 現在 8 月末の申請に向けて準備を進めており、可能な限り早い時期に皆さんへ支給できるよう

手続きを行いますが、申請後都・県から当社へ入金されるまでに 1 ヵ月程度の期間を要するとの

ことで早くても 10 月中の支給となる予定です。 

 なお、申請手続きの進捗状況によっては、申請自体が遅れることや都・県からの入金が遅れる

ことも想定されます。そのため、入金までに数ヵ月掛かってしまう場合があることをあらかじめ

ご了承ください。 

 

5．提出依頼書類 

 以下の書類を 8月 25日までに次項 6．記載の「提出および問合せ先」までご返送ください。 

 なお、特別な事情により期限までに必要書類の提出が難しい場合は、必ず担当者までご連絡く

ださい。 

 〇本状同封の「介護施設・事業所等職員慰労金 代理請求・受領委任状（都・県指定様式）」 

 〇慰労金を受給する銀行口座通帳のコピー（必ず受給者本人名義のもので銀行・支店名および 

  口座番号がわかるもの） 

 

6．提出および問合せ先 

 株式会社大起エンゼルヘルプ 総務部（担当者 白鳥 嘉久） 

 〒116-0012 東京都荒川区東尾久 1－1－4 5階 

 ℡03－3892－1331 

 

 



 

 

7．その他注意事項 

 慰労金の給付は、介護サービス事業所・施設等や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含

め、1 人につき 1 回に限ります。そのため、既に他の事業所にて申請をされている又はこれから

他の事業所にて申請をする予定がある方については、当社への申請手続きを行わないようご注意

ください。 

 また、今回当社への代理申請を行わない場合等については、個人にて勤務していた事業所が所

在する都・県に直接申請することが可能です。 

 制度の詳細等については、勤務していた事業所が所在する都・県のホームページ（下記 URL参

照）をご確認ください。 

 なお、当社ホームページ上（http://www.enzeru.co.jp/?p=971）にも本件に関する案内を掲示し

ております。ご提出いただく委任状も添付しておりますので内容確認いただき、必要に応じてご

活用ください。 

 

 ＜東京都＞ 

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koronakaigo/koronahoukatsu_kaigo.html 

  

 ＜埼玉県＞ 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/corona-kinkyuhoukatsu.html 

  

 ＜茨城県＞ 

 https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/chofuku/iroukin.html 

 

以上 


